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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公開番号】特開2015-207638(P2015-207638A)
【公開日】平成27年11月19日(2015.11.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-072
【出願番号】特願2014-86800(P2014-86800)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   31/00     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０４Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月4日(2017.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部を含む部材を準備する工程と、
　前記部材の上に、有機物および前記有機物に分散した粒子を含む層を形成する工程と、
　前記層の表面を粗面にするようにドライエッチングにより前記層の表面に前記粒子を露
出させる工程と、
を含むことを特徴とする光電変換素子の製造方法。
【請求項２】
　前記層を形成する工程では、前記粒子が分散した膜を前記部材の上に形成した後に、前
記膜をパターニングすることにより、前記層を形成することを特徴とする請求項１に記載
の光電変換素子の製造方法。
【請求項３】
　前記膜は感光性を有しており、前記膜の露光および現像によって前記膜をパターニング
することを特徴とする請求項２に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項４】
　光電変換部を有する部材の上に、有機物および前記有機物中に分散した粒子を含む層を
形成する工程と、
　ドライエッチングにより前記層の表面を粗面化する工程と、を含む光電変換素子の製造
方法であって、
　前記層は、前記部材の表面に前記粒子を分散された膜が形成され、その後に前記膜のう
ち少なくとも前記光電変換部の上方に位置する部分が除去されることにより形成されるこ
とを特徴とする光電変換素子の製造方法。
【請求項５】
　前記粒子が分散した有機材料を前記部材の上に塗布することにより、前記膜を形成する
ことを特徴とする請求項２乃至４の何れか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項６】
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　前記ドライエッチングは、１～１００ｍＴｏｒｒの範囲内の圧力、１００～１０００Ｗ
の範囲内の高周波電力で、エッチングガスとして流量が０～５００ｓｃｃｍのＣＦ４及び
流量が１～５００ｓｃｃｍのＯ２を使用して行われることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項７】
　前記ドライエッチングでは、前記層をマスクとして前記層の下地をパターニングするこ
とを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項８】
　前記ドライエッチングは、１～１００ｍＴｏｒｒの範囲内の圧力、１００～１０００Ｗ
の範囲内の高周波電力で、エッチングガスとして流量が０～１００ｓｃｃｍのＯ２、流量
が１～５０ｓｃｃｍのＮ２及び流量が１～２００ｓｃｃｍのＡｒを使用して行われること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項９】
　前記粒子は、顔料であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の光電
変換素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記粒子の粒径はメジアン径で３０～１００ｎｍであることを特徴とする請求項１乃至
９のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記有機物のエッチング選択性と前記粒子のエッチング選択性とは異なることを特徴と
する請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項１２】
　光電変換部を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上に設けられた、有機物および前記有機物に分散した粒子を含み、表
面粗さがＲＭＳ５０ｎｍ以上である層と、を
備えることを特徴とする光電変換素子。
【請求項１３】
　前記層が前記光電変換素子の表面を構成することを特徴とする請求項１２に記載の光電
変換素子。
【請求項１４】
　前記粒子は、顔料であることを特徴とする請求項１２または１３に記載の光電変換素子
。
【請求項１５】
　前記層は前記光電変換部の上に位置する開口を有することを特徴とする請求項１２乃至
１４のいずれか1項に記載の光電変換素子。
【請求項１６】
　前記粒子の粒径はメジアン径で３０～１００ｎｍであることを特徴とする請求項１２乃
至１５のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の光電変換素子の製造方法は、光電変換部を含む部材を準備する工程と、前記部
材の上に、有機物および前記有機物に分散した粒子を含む層を形成する工程と、前記層の
表面を粗面にするようにドライエッチングにより前記層の表面に前記粒子を露出させる工
程とを含むことを特徴とする光電変換素子の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　また、本発明の光電変換素子は、光電変換部を有する半導体基板と、前記半導体基板の
上に設けられた、有機物および前記有機物に分散した粒子を含み、表面粗さがＲＭＳ５０
ｎｍ以上である層とを備えることを特徴とする。
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